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ン　リ　103条

支間が25皿以上のブレートガーダーにはソリを付けるのを原則とする．

ソリは死荷重に対して所定の高さになるように付けるものとする．

〔解凹

　この条のソリとは死荷皿による上越　　　　　　　　　 図一：03・1

し．その他による製序上のソリを．灘　　　　　　　　　ソリ高8死荷皿にょるタワミ
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考えて一般にソリは付けないものとし

た．支問が25皿以上になるとタワミも大きくな噂，突用上ソリを付ける必要が生じて

くる．

　この馨合ソリは。図一103・1に示すように死荷1Eに対して所定の高さとなるように

付1ナるものとするg

ソ　リ　107条

トラスにはソリを付けなけれぱならない．

ソリは死荷重に対して所定の高さになるように付けるものとする・

　卵説〕

　トラ・スは一般に支間が大きく．した身；ってタワξも大きくなるから，ソリを付1ナ雌け

ればなら数い．

　ソリは鎚来死荷重に対してだけでなく，等分布荷重の1／2を講緯した場合に所定の商

さとなるように付けていたのであるが，計算が煩雑な上に．道路煽O場合に罐一般に謡

荷重によるタワミが比較的小さいので，縦断方向に橋面を平滑に深つためからも．死荷

重超けを考えてソリを付けることにした．

　ソリは上弛材の畏さを調箇して付けるの渉着過であるが．製作のときに原寸図で簾め

る必要がある．

　そりは各部櫨が鱈応力状無に蹴るように支跨を訟けて仮飢みされたときの随であ

る。仮皿立てのとき価材に応力が働いていれば，いかに形が疋喧に飯蹴まれていても

鱈げたはひずみを愛けているから・架設のとき正躍に飢立てることがで台ない●たと

えぱ。合成げたはたわみが大きいので，仮凱立ての支袴点の反力の大きさを箆ること

により，そりは広い範閃に調節できるが，架；2時m嚢てに支節を生じるような部趾の

愛形を仮組跡に与えることはさけなければならない●箱げたや痢依版げたのそりを計

測するとき．口射による上下7，ンジの温度並の誰讐を受けるので，償意び必要であ

る9

　そりは各邸材が無応力状態になるように支持を旨；ナて仮杷されたときの諏である，

仮組立のとき部廿iこ応力が働いていれぽ，いかに形ボ正竈1二僅瓠まれていても㌍…げた

畳二ひずみを受けているから，架訟のとき正…馨に組二二てることができない．〕ヒとえば．

合成げたはたわみが大きいので，仮a立の支袴点の反力の大きさを慶えることに．ヒ

り、そりは広い範圃書こ展節できるが．架設時の錫立；二支障を生じるよう之．軍腎Oぼ患

冒を恢置且時に与えること匿よ避｝ナなけオ1認ゴたらない．ぎニニデたや鍋『蕉野ξげたのそウをi『農苫づ一

る場合，口射による上下7ランジの昌駿蕩O影∬な受1ナるので，注惹が必瀞である。

　そりは各郎財が無露力状懇になるように支締を設けて蒐岨されなとさの箇である，吏岨窯

のとさ廊材に応力が働いていれ‘二いかに形が正躍に仮眺まれていても嬌げたはひナみを愛

けているゐ・ら．架設のとき正確に岨立てること力曜でさをもb●たとえ1∫。合虞‘ゲたはなわみカ‘

繋いの覧仮蹴破融娠力の大詩を銀龍雄より。そり‘拡唖鰯麟敵
さる飢梨設瞬の岨ヱに支陳を生じるような書誹fの変形を甑岨5専に与える二とは避けなけれ

ばならない．僑げたや個床蔽げたのそりを計測†る場合．日射による上下’7ランジの港度追

の影響を受けるので，注意が必要である．

一4一


